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○○歯科医師会・○○警察署合同研修会
目的：災害時における身元確認活動の円滑化。
参加対象者：警察歯科医ならび鑑識含む警察官
内容：歯科医師と警察官がチームを組んで、統一したワークフローに基づいて死後記録の採
取、生前所見記録の作成、照合作業（照合ソフトを活用）まで実習を行なう。
訓練のねらい
・チームの編制は地域（所轄）を同じくする警察官と歯科医師による編成が望ましく、訓練

を通して顔の見える関係を構築することで、平時から身元確認活動の円滑化が期待され、
大規模災害時の連携強化が期待できる。

・歯科医師と警察官が共同して模擬遺体の口腔内写真撮影やレントゲン写真撮影（実際の照
射は行なわない）の訓練をおこない、機材等の取り扱いや撮影方法を把握することによ
り、死後情報採取の均一化が期待できる。

・検案所における歯科所見採取の設備等を、歯科医師、警察官共に理解することにより、早
期に望ましい検死環境の構築を目指す。

研修会の構成
①基本的学習
　警察官　歯列や補綴物などの基本的歯科知識の習得。
　　　　　全体の情報の収集について学習。
　歯科医　記載事例を中心にデンタルチャート作成手順等の確認。
②講演による学習
　 様々な遺体状況の知識や歯科所見による身元確認業務の流れ、検案所の設置方法など円滑

な身元確認業務について学習する

実地訓練
③死後情報の採取
　 実際の現場状況を想定し、模擬遺体等を用い 2 名の歯科医師及び立会い警察官と協力して

口腔内情報所見の記録、口腔内写真撮影、レントゲン写真撮影（模擬撮影）を行い、必要
な情報を採取する。

④生前情報の採取
　模擬カルテから生前情報を採取する。
⑤照合訓練
　 照合解析ソフトを用いて死後情報と生前情報を試験的にパソコンへ入力し、照合の訓練を

行なう。

22．警察歯科医と警察官との合同実地訓練　事例
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23．心のケア対策について

（1）派遣前（平常時）にできること（心理教育、体制作りについて）
①惨事ストレスについて知る

　これまでの多くの先行研究からは、災害救援などに派遣される専門職には、惨事ストレス
という特別なストレスがあるということ、惨事ストレスがもたらす心理的影響を認識するこ
とが大切であると言われている。惨事ストレス（CIS：Critical Incident Stress）とは、消防、
警察、医療関係者の災害時に救助等に携わる者が、悲惨な状況や危険な状況に直面したこと
により、強いストレス反応にさいなまれる状態を指す（久留，2007）。具体的には、惨事ス
トレスを引き起こしやすい状況として、悲惨な遺体を扱うこと、同僚の負傷・殉職、被災し
た子どもの死など自分の家族を連想するような場合、危険や緊張感を伴う現場活動、困難性
を伴う救出活動を行う場合、十分な活動ができないこと、活動に対して批判や非難を受ける
こと、マスコミが注目する状況などを挙げている。そうした際に、救助活動の従事者が経験
しうる感情として、悲惨さ、恐怖、もどかしさ、悔恨、後悔、悲しさ、無力感、罪悪感、自
己嫌悪などを挙げ、これらの感情がストレスとなり、トラウマとして残るとしている。（久
留，2007．日本民間労働組合連合会，2011）。また、被災者など悲惨な境遇に置かれた人と
かかわることにより、支援者も絶望感や孤立感を感じる共感疲労を発生することがあると長
井（2011）は指摘している。東日本大震災とそれに伴う身元確認作業の従事者が経験しうる
状況は、以上に述べた惨事ストレスを引き起こしやすい条件の多くを満たしていると言える。
　1995 年の阪神淡路大震災以降、これらの症状が一定期間を過ぎても持続し、日常生活に
支障をきたす例が多く報告されるようになり、このようなストレス障害への対策の必要性が
認められるようになった。ただし、これらの反応は、災害という悲惨な状況を経験したこと
による「正常な反応」であり、多くは自然に回復すると言われている。自身にも起こりうる
これらの反応に関する知識を派遣前に得られるような研修体制が望まれる。

②関連する刺激に対して「心の準備」をしておく
　次に、限られた時間ではあっても、事前に刺激に触れる等の適切な準備をしておくこと
で、慣れが生じる等の大きな効果を生み出すと言われている。また「作業の事前訓練や、予
想される最悪の事態を事前に具体的に伝えること。特に遺体の種類、それに伴う不快感など
の予告、感情移入しやすい遺体の特徴についての周知、遺体へのかかわり方の原則」が心的
負担の軽減に有用と言われている（重村，2008）ことから、日頃よりそのような研修を実施
していくことは、リスクマネジメントになりうると思われる。例えば、遺体の写真を事前に
見ておく作業は、まさにそうした事前の準備としては適切であると言える。また、検死の
際、原則としては遺体への関わりは最小限に、かつ職務として関わること、もう生きていな
いことを言い聞かせること等が原則とされ、なるべく目や顔を見ないようにしたり、名前を
憶えないようにする等の工夫も負担軽減に効果的と言われている。そうした対処法には個人
差があると思われるが、いくつか例を挙げて対処法を提示することも役立つであろう。また
「多数の遺体を目撃すること、予期しない・衝撃的な状況で遺体を目撃すること、遺体に長
時間関わること、感覚刺激（臭い等）が強いこと」等が影響を受けやすい状況である点、「子
どもの遺体、自分が近しい人を連想させる遺体、殉職者、自分が知っている人の遺体、遺留
品の残っている遺体、損傷の激しい遺体、水死体、焼死体、首を切断された遺体、損傷が少
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ない（まるで生きているような）遺体」が、影響を受けやすい遺体の特徴であること等も知っ
ておくと良い。さらに、親を亡くした子どもや、子を残して亡くなった親の立場に、自分の
身を重ねたり置いてしまうことのリスク回避をするために、身元確認の際、どのような姿勢
で臨むことが良いか等、事前に心理教育をしておくことも心的負担の軽減に効果があると思
われる。

③被災者に特徴的な反応や情報を得る
　第三に、被災者に生じうる反応・症状や、被災者に関わる上での留意点に関する情報が事
前にあれば、医療者側にとっては被災地でのストレスの軽減になり、被災者側にとっては二
次被害防止につながり、双方にとってメリットが大きいと思われる。

（2）派遣前チェック機能の必要性
　遺体関連業務は、災害に関連する業務の中でも最も過酷な職務の 1 つとされ、そうした業
務に携わった人の受ける心的負担が大きいことはこれまでに様々な職種への調査をもとに、
度々指摘されている。澤村ら（2006）の研究では、遺体の目撃や遺体処理作業に伴う衝撃が
メンタルヘルスに与える影響に関して、その体験の有り無しで比較した結果、体験者の方が
有意にストレス症状が高かったことが確認されている。一方で、使命感や強い責任感など、
職業的意識の強さから、弱音を吐けない状況が生じる可能性も指摘されている。
　そんな中で、派遣者の心的負荷を軽減するための工夫の一つとして、災害時の派遣にあたっ
て、事前チェック導入の実施などが挙げられる。例えば、派遣者本人に、精神障害の既往が
あったり、要介護者や身重な家族が成員にいること等もメンタルヘルスに大きな影響を及ぼ
す。また、遺体関連業務において注意すべき点として、影響をより受けやすい群や状況に関
する情報についての知見もまとめられている。重村（2008）によれば、影響をより受けやす
い群として「若年者であること、遺体関連業務の未経験者・未訓練者、女性であること、精
神障害の既往のある者」を挙げている。そうした情報を踏まえて、平常時に選任しておくこ
とも、リスクマネジメントにつながると思われる。また、派遣者自身の被災有無のチェック
に加え、被災している場合の程度によっては、派遣対象から除外するなどの除外基準も必要
であろう。すなわち、「できる人ができる範囲で」をモットーとした派遣システムが構築さ
れることが望まれる。

（3）派遣後の心のケアシステムの必要性について
①相談しやすい受け皿、使命・役割を発信する場をつくる

　悲惨な状態の遺体を扱ったり、想像を遥かに超える惨状を目の当たりにするなど、通常と
は異なる精神的ストレスを受けた際、気軽に相談できる場・話せる場があると良いと言われ
ている。ただし、本人の意思がないところで強制的に話させることは、エビデンス上も有効
性がないばかりか有害であると言われており、注意が必要である。
　周囲に気楽に話せる環境がない場合への対応として、相談しやすい仕組みを検討する必要
があると思われる。また、職場によっては、今回の派遣体験について発表する機会を設けて
いるところがあるようであるが、自分の体験を振り返って言葉にする作業は、それが辛い体
験であっても、過去の記憶として整理されることにつながったと思われる。さらに、それを
第三者に伝えることが、歯科医師としての使命・役割を発信するという社会貢献や教育につ
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ながるとも言える。また、そうした発表の場で、直接的に労いの言葉や感謝の言葉がけがな
されることで、自己の行った活動に対し、肯定的な価値観を付与できると思われる。そうし
た様々な要因がメンタルヘルスの回復に影響をもたらすことは、これまで数多く報告されて
いる（大澤ら，2011）。
　また、調査票の中で、派遣直後に心理的・身体的な不調に見舞われたとの記載がなされて
いること、その一方で心的反応が遅延して出現する場合があること（重村，2008）から、派
遣直後から相談・情報提供ができるようにするとともに、派遣終了後も定期的なフォロー態
勢を組む等、心のケア体制を設置する必要性があると思われる。

②休息をとることができる体制
　メンタルヘルスの回復に影響をもたらす要因として他に、職場が守ってくれるという体制
が精神健康に与える影響について、重村（連合，2011）は次のように指摘している。「惨事
ストレスが存在することを前提に、組織として“働く人たちを守る”という姿勢をしっかり
示すこと」また業務命令として休息を取らせたり、組織としてその労をねぎらうことが重要
であり、仕事で災害に関わる救援者は仕事の中でこそ支えられるとも論じている。この証左
として、今回の東日本大震災に派遣された消防職員を対象とした調査（大澤，2011）の中で、
消防局における派遣職員の精神健康の高さに「職場が守ってくれているとの意識を持てたこ
と」が、関与するとの結果があらわされている。①派遣前、②派遣中、③派遣後の消防局の
対応について満足した事柄としては、それぞれ①事前説明が十分にされていたことや、食料・
装備・バスなど必要なものが十分に整っていたこと②気遣い・サポートがあったこと③報告
会などで話をする場を設けてもらえたこと、休養や心のケア等の配慮、職員からの労いがあっ
たこと等が挙げられていた。

（4）派遣者を対象とした調査のあり方について
　今回の調査に対し、否定的なコメントがあった一方で、心境を客観的にまとめることがで
きた等、感謝の意を表すものも見られた。
　前者については、通常の状況とは異なり、災害等火急の事態に置かれた場合、このような
調査方法に対する不満がより生じやすいとされており、調査実施においては、一層の配慮が
求められる。また、個人が特定されるのではないか、との不安や不信感により、本音の部分
での結果・意見が得られない可能性が生じることも考えられる。今後、このような状況下で
調査を実施する際には、調査結果の取り扱われ方、公表の方法等の倫理的配慮を記したイン
フォームドコンセントが必要になると思われる。参考として、現在、精神医学、心理学等の
分野では、被害者・被災者を対象とした調査研究に対しては一定の倫理的ガイドラインが提
唱されている（金ら、2006）。
　後者については、今回の調査が自身の心境を文章にして客観的にまとめるきっかけになっ
ていた等の意見が聞かれ、良いものとして体験された対象者もおられたようである。一般的
には、アンケート調査に既存の質問紙を使用する場合には、調査配布時に出典を明記するこ
とで、その質問紙の信頼性や妥当性を担保することが可能である。
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〈メンタルヘルス対策の流れ〉

24．本行動計画の見直し

　本計画は、各歯科医師会の組織体制の変更、あるいは、行政の災害時計画の変更や被災想
定の更新等に応じて見直しを図り、歯科医師会（間）および関係機関との協議の下、さらに
実践的、効率的な計画を作り上げていく必要がある。

国際医療福祉大学日歯心のケアプロジェクト報告書より
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